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住
民
主
導
の
避
難
対
策
へ
の
転
換

　
「
平
成
30
年
７
月
豪
雨
」（
西
日
本
豪
雨
災
害
）を
受

け
て
中
央
防
災
会
議
に
「
平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
よ

る
水
害
・
土
砂
災
害
か
ら
の
避
難
に
関
す
る
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）」
が
設
置
さ
れ
、
２
０
１
８

年
12
月
に
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書

で
は
、
避
難
に
対
す
る
基
本
姿
勢
と
し
て
「『
住
民

が
“
自
ら
の
命
は
自
ら
が
守
る
”
と
い
う
意
識
を

持
っ
て
自
ら
の
判
断
で
避
難
行
動
を
と
り
、
行
政

は
そ
れ
を
全
力
で
支
援
す
る
』
と
い
う
住
民
主
体
の

防
災
意
識
の
高
い
社
会
の
構
築
を
、
社
会
全
体
で

共
有
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
避
難
対
策
に

つ
い
て
、
行
政
主
導
か
ら
住
民
主
導
へ
大
き
く
か

じ
を
切
る
こ
と
を
宣
言
し
た
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
被
災
地
で
話
を
聴
か
せ
て
い

た
だ
い
た
が
、
そ
の
最
大
の
教
訓
は
「
自
分
は
大
丈

夫
」と
い
う
意
識（
正
常
化
の
偏
見
）が
被
害
を
も
た

ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
報
告
書
で

も
、
岡
山
県
倉
敷
市
真
備
地
区
で
被
災
し
た
人
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
避
難
し
な
か
っ
た
理

由
で
最
も
多
か
っ
た
も
の
は
「
こ
れ
ま
で
災
害
を
経

験
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
」
で
あ
り
、
ま
た
、

同
地
区
へ
の
現
地
調
査
で
は
、
現
在
は
河
川
改
修

が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
「
越
え
な
い
だ
ろ
う
と

油
断
し
て
い
た
」
や
「
購
入
時
に
土
砂
災
害
警
戒
区

域
指
定
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、
ま
さ
か
被
災
す
る

と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
意
見
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。

警
戒
レ
ベ
ル
を
用
い
た 

避
難
勧
告
等
の
発
令

　

Ｗ
Ｇ
報
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、
内
閣
府
は

「
２
０
１
９
年
度
出
水
期
ま
で
に
実
施
す
る
具
体
的

な
取
組
」
お
よ
び
、
自
治
体
が
避
難
勧
告
等
の
発
令

基
準
や
伝
達
方
法
を
改
善
す
る
際
の
参
考
と
な
る

よ
う
「
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

改
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
大
き
く
変
わ
っ
た

「
警
戒
レ
ベ
ル
を
用
い
た
避
難
勧
告
等
の
発
令
」
に

つ
い
て
紹
介
す
る
。

（
１
） 

災
害
発
生
情
報
の
発
令

　
「
避
難
指
示
（
緊
急
）」
の
発
令
基
準
の
う
ち
、
災

害
が
実
際
に
発
生
し
た
と
の
要
件
を
「
災
害
発
生
情

報
」
の
発
令
基
準
の
要
件
に
位
置
付
け
、
市
区
町
村

が
災
害
発
生
情
報
を
発
令
す
る
。

（
２
） 

警
戒
レ
ベ
ル
を
用
い
た
避
難
勧
告
等
の
伝
達

　

こ
れ
ま
で
、
避
難
勧
告
と
避
難
指
示
の
違
い
が

住
民
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
、
な
ど
と
言
わ
れ
て

き
た
。
そ
こ
で
、
災
害
発
生
リ
ス
ク
の
状
況
に
応

じ
て
、
５
段
階
で
警
戒
レ
ベ
ル
を
設
定
し
た
。
こ

の
警
戒
レ
ベ
ル
は
、
住
民
が
直
感
的
に
と
る
べ
き

行
動
を
判
断
で
き
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。

な
お
、
警
戒
レ
ベ
ル
は
、
洪
水
、
土
砂
災
害
、
高
潮
、

内
水
氾
濫
に
用
い
る
が
、
津
波
は
レ
ベ
ル
区
分
に

な
じ
ま
な
い
た
め
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

●
警
戒
レ
ベ
ル
１（
気
象
庁
発
表
）

　

防
災
気
象
情
報
等
の
最
新
情
報
に
注
意
す
る
な

ど
、
災
害
へ
の
心
構
え
を
高
め
る
。

●
警
戒
レ
ベ
ル
２（
気
象
庁
発
表
）

　

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
に
よ
り
災
害
リ
ス
ク
、
避

難
場
所
や
避
難
経
路
、
避
難
の
タ
イ
ミ
ン
グ
等
の

再
確
認
、
避
難
情
報
の
把
握
手
段
の
再
確
認
・
注

意
な
ど
、
避
難
に
備
え
自
ら
の
避
難
行
動
を
確
認

す
る
。

●
警
戒
レ
ベ
ル
３（
市
区
町
村
発
令
）

　

避
難
に
時
間
の
か
か
る
高
齢
者
等
の
要
配
慮
者

出
水
期
を
前
に
避
難
勧
告
等
を
考
え
る

〜
避
難
に
関
す
る
Ｗ
Ｇ
報
告
書
お
よ
び「
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
改
定
か
ら
〜
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は
立
退
き
避
難
す
る
。　

そ
の
他
の
人
は
立
退
き
避

難
の
準
備
を
し
、
自
発
的
に
避
難
す
る
。
現
在
の

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始
に
相
当
す
る
。

●
警
戒
レ
ベ
ル
４（
市
区
町
村
発
令
）

◦
指
定
緊
急
避
難
場
所
等
へ
の
立
退
き
避
難
を
基

本
と
す
る
避
難
行
動
を
と
る
。

◦
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
極
め
て
高
い
状
況

等
で
、　
指
定
緊
急
避
難
場
所
へ
の
立
退
き
避
難
は

か
え
っ
て
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
自
ら

判
断
す
る
場
合
に
は
、
近
隣
の
安
全
な
場
所
へ
の

避
難
や
建
物
内
の
よ
り
安
全
な
部
屋
へ
の
移
動
等

の
緊
急
の
避
難
を
す
る
。

　

現
在
の
避
難
勧
告
お
よ
び
避
難
指
示
（
緊
急
）
に

相
当
し
、
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
緊
急
的
ま
た
は

重
ね
て
避
難
を
促
す
場
合
等
に
発
令
さ
れ
る
。

●
警
戒
レ
ベ
ル
５（
市
区
町
村
発
令
）

　

既
に
災
害
が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
命

を
守
る
た
め
の
最
善
の
行
動
を
と
る
。
現
在
の
避

難
指
示
（
緊
急
）
の
中
で
、
災
害
が
実
際
に
発
生
し

て
い
る
こ
と
を
把
握
し
た
場
合
に
、
可
能
な
範
囲

で
発
令
さ
れ
る
。

避
難
準
備
再
考

　

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
以
前
は「
避
難
準
備
情
報
」

と
さ
れ
て
い
た
早
期
避
難
の
レ
ベ
ル
が
、
２
０
１
７

年
１
月
の
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

改
定
で
「
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始
」
に
変

わ
り
、
さ
ら
に
今
回
の
改
定
で
事
実
上
「【
警
戒
レ

ベ
ル
３
】
高
齢
者
等
避
難
」
に
な
っ
た
こ
と
と
考
え

て
い
る
。
人
に
は
「
正
常
化
の
偏
見
」
が
あ
り
、
行

政
が
「
避
難
準
備
」
を
出
す
と
、
住
民
は
準
備
を
す

れ
ば
よ
い
、
ま
だ
逃
げ
な
く
て
よ
い
、
と
判
断
し

が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

避
難
勧
告
よ
り
前
に
早
期
避
難
を
促
す
情
報
は
、

２
０
０
５
年
３
月
の
「
避
難
勧
告
等
の
判
断
・
伝
達

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
「
避

難
準
備（
要
援
護
者
避
難
）情
報
」が
制
定
さ
れ
た
こ

と
に
始
ま
る
。
事
務
局
案
は
「
避
難
準
備
情
報
」
で

あ
っ
た
が
、
最
後
の
検
討
会
で
変
わ
る
。
議
事
録

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

◦
要
援
護
者
に
避
難
行
動
の
開
始
を
促
す
側
面
か

ら
、
名
称
内
に「
要
援
護
者
」を
残
す
こ
と
は
重
要
。

◦
し
た
が
っ
て
、
事
務
局
案
を
訂
正
し
「
避
難
準
備

（
要
援
護
者
避
難
）情
報
」と
す
る
。

　

当
時
、
板
橋
福
祉
事
務
所
長
で
あ
っ
た
私
が
要

援
護
者
の
名
称
を
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
き
、

故
廣
井
脩
座
長
が
「
要
援
護
者
の
避
難
を
促
す
こ
と

は
重
要
な
の
で
、『
避
難
準
備（
要
援
護
者
避
難
）情

報
』
と
訂
正
し
ま
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
決

ま
っ
た
。
そ
の
後
、
一
時
「（
要
援
護
者
避
難
）」
の

文
字
が
消
え
て
単
に
「
避
難
準
備
情
報
」
に
な
っ
た

が
、
そ
の
後
の
多
発
す
る
水
害
、
土
砂
災
害
を
踏

ま
え
、「【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】高
齢
者
等
避
難
」に
な
っ

た
。
廣
井
先
生
の
願
い
が
実
を
結
ん
だ
と
考
え
て

い
る
。
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